
司法書士本千葉駅前事務所

アクセス：ＪＲ本千葉駅西口前

T e l：０４３－２１６－５０５２

相続手続きの全体の流れ（モデルケース）

7 日以内

死亡（相続手続きの開始）

↓

死亡届の提出

3 ヶ月以内

↓

遺言書の存否の確認

↓

遺言書検認申立書の作成 （遺言書が存在した場合）

↓

遺言書の効力の確認 （遺言書が存在した場合）

↓

遺言執行者選任申立書の作成 （遺言書が存在し必要な場合）

↓

相続財産の調査

↓

財産目録の作成

↓

相続人の調査

↓

相続の承認と相続放棄（相続人の確定） （必要な場合）

4 ヶ月以内

↓

所得税の申告（準確定申告）

（必要な場合は、業務提携税理士等をご紹介いたします）

10 ヶ月以内

↓

相続財産の分配

↓

遺産分割協議書等の作成 （必要な場合）

↓

相続登記

↓

相続税の申告と納付

（必要な場合は、業務提携税理士等をご紹介いたします）

「税理士による、相続人にやさしい相続税のページ」公開中


